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Ⅱ 日常における安全管理と指導

１ 学校（園）における安全管理に関する根拠

・学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他

、 。 【 】の保健又は安全に関する事項について計画を立て これを実施しなければならない 第２条

・学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するため

、 。 【 】の措置を講じ 安全な環境の維持を図らなければならない 第３条の２

・法第２条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期１回以上、児童、生徒、学生又は幼

児が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。

【 】第２２条の５第１項

、 、 、 。【 】・学校においては 必要があるときは 臨時に 安全点検を行うものとする 第２２条の５第２項

・学校においては、前条の安全点検を行つたときは、その結果に基づき、必要に応じて危険箇所の明

、 。 【 】示 施設及び設備の修繕等危険を防止するための措置を講じなければならない 第２２条の６

・学校においては、前２条に定める措置をとるほか、常に、設備等の整理整とんに努めるとともに、

。 【 】危険物の除去等安全な環境の維持に配慮しなければならない 第２２条の７

学校保健法

学校保健法施行規則

・学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(略)、複合用途防火対象物(略)その他多数の者が出入

し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令

で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、

当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消

火活動上必要な施設の点検及び設備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な

構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければな

。 【 】らない 第８条第１項

消 防 法

防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び設備又は・

火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事す

、 。 【 】る者に対し 必要な指示を与えなければならない 第４条第２項

・防火管理者は、総務省令で定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び

。 【 】避難の訓練を定期的に実施しなければならない 第４条第３項

消防法施行令

、 。 【 】・校長は 学校の警備及び防災の計画を定めなければならない 第３５条の５第１項

・前項に規定する計画には、特に児童生徒の安全を確保するための措置が講ぜられていなければなら

ない。 【第３５条の５第２項】

・警備及び防災の分担は、校長が定める。 【第３５条の５第３項】

・学校に、消防法第８条に規定する防火管理者を置く。 【第３５条の６第１項】

・防火管理者は、あらかじめ校長が指名する者を充てる。 【第３５条の６第２項】

・防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に行わなければならない。 【第３５条の６第３項】

奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則
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２ 学校（園）における防災体制の充実

自然災害、特に阪神・淡路大震災や新潟県中越地震は、学校（園）における防災体制

や防災教育の在り方について多くの教訓を残した。児童等に生命の大切さを教えていく

ことは言うまでもないが、災害が起こった際、状況を的確に判断し、落ち着いて適切な

行動ができる能力や態度を育成することが大切である。

そのためにも、教職員は学校防災計画に基づき、安全管理や防災教育に努めるととも

に、学校（園）が避難所となる可能性があることから、地域防災計画等を熟知する必要

がある。

( ) 学校防災計画の内容1

・校内の防災組織（平常時と災害時の役割を明確にする）

・教職員の参集体制（災害の種類や規模、発生時の状況に応じた教職員の参集体制を周知する）

・家庭や地域との連携（児童等の引き渡し訓練や地域防災計画に基づいた訓練の実施等により、

日常的な連携の強化を図る）

防 災 体 制 に 関 す る こ と

・安全点検の実施（点検場所、内容、責任者等を明確にしたチェック表を作成し、定期的な点検

体制を確立する）

・防災設備の点検（防火シャッター、消火器、消火栓、救助袋等の定期的な点検を行う）

・避難経路の点検（校内の避難経路の確認、通学路の安全点検を実施する）

安 全 点 検 に 関 す る こ と

・防災教育推進及び指導計画の作成（地域の実態や児童等の発達段階に応じた防災教育が展開で

きるよう、推進計画や指導計画を作成し、実施する）

・教職員の指導力、実践力の向上（校内職員研修を実施するなど、防災リテラシー・応急処置能

力の向上や「心のケア」対策の充実を図る）

防 災 教 育 の 推 進 に 関 す る こ と

・避難経路、避難場所（地震、火災、風水害等の災害の種類に応じた避難経路、場所を決定し、

周知する）

・防災（避難）訓練指導（実践的な訓練を実施する）

・安否の確認（普段から安否の確認方法等を周知する）

・教職員への連絡

・保護者への連絡（電話、携帯電話、メール、防災無線や有線放送等の複数の連絡方法を整備す

る）

・関係機関への連絡（連絡体制を明確にする）

・避難所支援体制（学校防災本部の設置や支援体制を確立する）

・施設開放の手順（地域防災計画等との整合性を確認する）

学校が避難所や地域防災拠点となった
場合の対応に関すること

緊 急 時 の連 絡 体制 に 関す る こと

学

校

防

災

計

画 防災（避難）訓練の実施に関すること
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( ) 学校防災の推進2

連携・協力

「災害に自立的に対応できる子どもの育成」

学 校 （ 園 ） に お け る 防 災 対 策 の 推 進

防災体制の充実 防災教育の推進 指導力・実践力の向上

・
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・体験活動の機会や場の提供
地域社会）・地域における防災訓練の実施 （

・防災意識の高揚

家 庭）・ボランティア精神の育成 （

・甚大な人的、物的被害

・長時間のライフライン寸断

・山間地域の孤立化

・児童等、教職員の精神的被害

・学校と避難所の共存

・ボランティア活動の広がり

阪
神
・
淡
路
大
震
災
、

新
潟
県
中
越
地
震
の状

況

学校防災体制の充実
・学校（園）における防災機能の強化
・地域や関係機関との連携
防災教育の推進
子どもたちの発達段階に応じた防災教
育の展開
・災害についての科学的理解
・防災リテラシーの体得
・人間としての生き方の習得 等

第 ２ 次 奈 良 県 地 震 被 害 想 定 調 査 報 告

教

訓
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３ 施設・設備の安全管理

校舎内外の施設・設備を点検し、整備状況を確認することは安全管理の基本であり、

日常、定期及び臨時の点検を実施する必要がある。その際、地震・火災・風水害等の自

然災害などを想定し、器具等の転落・転倒の防止、薬品による発火防止、避難経路の確

保などに留意する必要がある。

学校の施設・設備等の整備

・蛍光灯、テレビの落下
・ロッカー等の転倒
・フェンス等の転倒
・窓ガラスの破損
・薬品の転倒による有毒ガ
スの発生

・ストーブの転倒による火
災の発生 等

日常的な安全点検・

安全管理

現

状

の

把

握

予

防

対

策

地震発生時の予測

○施設・設備の管理

・テレビ、棚、書架、薬品庫、靴箱等の転倒防止

・避難袋、消火栓、消火器、防火用扉（シャッター）等の定期点検

・自動火災報知設備、緊急放送設備等の定期点検

・その他、防災上必要な備品・器具等（携帯ラジオ・トランシーバー・旗・ロー

プ・ハンドマイク・メガホン・笛・救急医薬品など）の点検

○避難経路の安全確認

・避難経路となる廊下や階段、出入口等に、避難の妨げとなるものが置かれてい

ないか等の確認

・校舎の一部倒壊を想定した複数の避難経路の確認及び周知

・放送施設等が停電または破損等で使用できない状態を想定した避難誘導の確認

○通学路等の安全点検

・登下校時に災害が発生した場合に備え、通学路の定期的な安全確認の実施

・危険箇所の確認（ブロック塀・落下しそうな看板・自動販売機等）

・家庭、地域との連携

○日常、定期及び臨時の安全点検

・安全点検の実施計画、点検チェック表（次頁参照）等の作成

・発火しやすい薬品や灯油などの安全管理
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４ 点検チェック表例

№

/ / / /

1 机・イスなど破損していないか

2 床は滑りやすくないか、また破損箇所はないか

3 窓や戸の開閉に支障はないか、破損はないか

4 天井や壁に雨漏り、剥離、亀裂等の破損はないか

5 電気器具（コンセント・コード等も含む）の故障はないか

6 照明器具が破損したり、落下するおそれはないか

7 床・壁・柱・戸等に釘・画鋲等が出ていないか

8 壁等に掲げた物が落下する危険性はないか

9 掲示物などに危険性はないか

10 カーテン・レール等の破損はないか

11 戸棚等の引き戸・引き出しがスムーズに開閉できるか

12 棚の上の物は安全に保管されているか

13 ロッカー・戸棚等の倒れる危険性はないか

14 室内の整理整頓はよいか

15 刃物（はさみ・包丁・針等）は定位置に保管されているか

16 出入口や戸棚等の施錠が確実にできるか

17 薬品・薬品戸棚の整理・保管はできているか

18 ガス栓・ガスの配管などに故障はないか

19 換気装置に異常はないか

20 スピーカーの取付などに危険はないか

1 器具に破損はないか

2 排水口はつまっていないか

3 流し槽は清潔に保たれているか

4 滑りやすい状態ではないか

1 通行の妨げになる物が放置されていないか

2 滑りやすく危険なところはないか

3 天井や壁に雨漏り、剥離、亀裂等の破損はないか

4 非常口は非常時にすぐに開放できるか

5 手すりに破損箇所はないか

6 窓等の施錠が確実にできるか

7 照明器具が破損したり、落下するおそれはないか

8 スピーカーの取付などに危険はないか

9 防火扉（シャッター）に破損等はないか

10 靴箱が倒れる危険はないか

11 すのこに破損はないか

1 ドア・戸口の鍵は破損していないか

2 床は滑りやすくなっていないか

3 便器等の破損、水漏れ、排水不良はないか

4 窓枠、窓ガラス、鏡等の破損及び落下の危険はないか

5 換気装置に異常はないか

管　理　点　検　表   　　　（　　　　　年度）

教
室
・
特
別
教
室
・
準
備
室
等

印点　　検　　項　　目
点検結果○・× 不良箇所

（程度）

点検者（　　　　　　　　　　　　　　　印）

ト
イ
レ

流
し

廊
下
・
階
段
・
昇
降
口
等

処理
月日

場
所
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/ / / /

1 床に破損はないか

2 床面の座金等がゆるんでいないか

3 畳の破損はないか

4 天井や壁に剥離、亀裂等はないか

5 イスの破損はないか

6 照明器具が破損したり、落下するおそれはないか

7 ギャラリーは安全か（重い物が乗せられていないか）

8 ギャラリーの手すりに破損はないか

9 緞帳は落下の危険はないか

10 巻き上げロープ等が切れる危険はないか

11 バレーボールや鉄棒等の支柱が折れたりする危険はないか

12 バスケットボールのゴールポストに危険はないか

13 スピーカーや額の取付などに危険はないか

14 電気器具（コンセント・コード等も含む）の故障はないか

1 ロープマーカーはよく固定され、破損等はないか

2 ガラス・釘等の危険物はないか

3 サッカー等のゴールポストに倒れる危険性はないか

4 屋外バスケットボールの支柱、鉄棒等に破損はないか

5 バックネット・防球ネットに破損はないか

6 ブロック塀・フェンス・金網等に倒壊や破損等の危険はないか

7 マンホールの蓋等の破損はないか

8 掲揚台・焼却炉等の管理はきちんとされているか

1 プール内・プールサイドに危険物はないか

2 プールフェンスに破損はないか

3 排水溝に危険はないか

4 プールサイド・足洗場は滑りやすくないか

5 シャワー・洗眼器等の故障や破損はないか

1 更衣室・倉庫等の施錠はしっかりしているか

2 照明・よう壁施設等に破損や崩壊の心配はないか

3 樹木の管理（害虫）は適切か

4 下水道等のつまりはないか

5 遊具などに危険な箇所はないか

そ

　
の

　
他

処理
月日

印
場
所

点　　検　　項　　目
点検結果○・× 不良箇所

（程度）

体
育
館
・
武
道
場
・
講
堂

運
動
場
・
中
庭
等

プ
｜
ル
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５ 避難経路及び避難場所の選定と安全確保

火災や地震が発生した場合は、児童等の安全を確保するため、的確な避難誘導の措置

をとることが必要である。そのためには、日ごろから避難経路及び避難場所の選定と安

全確保に努めることが重要である。

( ) 地震発生時の校（園）舎内の避難経路の選定と安全確保1

地震発生時の第一の行動は、児童等を机の下などに身を潜ませ安全を確保し、学校

防災本部（＊１９頁に説明）からの指示を待って避難を開始することが基本となる。

地震の規模によっては、校（園）舎の一部倒壊等による出入口の閉鎖、校（園）内放

送施設等の破損も考えられるので、その状況に応じ、教職員は即時に判断して避難経

路を選定し、避難するようにする。また、職員研修等の際には、校（園）舎内のさま

ざまな場所からの避難経路を確認しておくことが大切である。

( ）避難場所の選定2

、 、 、 、大規模地震が発生すると 建物の倒壊 地割れ がけ崩れ等の一次災害のみでなく

二次災害として火災、浸水等も予想される。したがって、日ごろ安全な場所も危険に

さらされることから、避難場所を２～３箇所選定しておくことが必要である。

ア 学校（園）の立地条件による選定

校（園）庭は、地域に大火、地震が発生した時の第一次避難場所となることが多

いが、立地条件によっては必ずしも安全な場所といえない。

次のような立地条件にある学校（園）は、特に第二次避難場所を、他に求めてお

くような配慮も重要である。

(ｱ) 住宅密集地にある学校（園）

木造住宅が密集している市街地は、火災発生の危険がある。

(ｲ) 山沿いやがけの上、がけの下等にある学校（園）

地割れ、山崩れ、がけ崩れや地滑りの恐れがある。

(ｳ) 埋め立て地や活断層付近、低地など第２次奈良県地震被害想定調査において、液

状化危険度の高い地域にある学校（園）

地割れ、液状化現象、亀裂、土砂の流出の恐れがある。

(ｴ) 工業地域にある学校（園）

二次災害として爆発や大火の恐れがある。
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イ 避難場所の選定条件

第一次避難場所の選定にあたっては、次のことに留意する。

(ｱ) 全児童等が整列した場合、確実に安全が確保でき、掌握できる広さがある場所

(ｲ) 建物等が倒れても危険のない場所

(ｳ) 電柱、ナイター照明灯、防球ネット支柱等が倒れても危険のない場所

(ｴ) 周辺で火災が発生しても危険のない場所

(ｵ) 近くに危険物の貯蔵所、施設などのない場所

ウ 第二次避難場所

第二次避難場所の選定にあたっては、出火場所、風向き、避難経路や周辺の安全確

保も考慮して最も安全な場所を選ぶようにする。

特に、市町村地域防災計画との関連や地域と連携した防災（避難）訓練を考慮した

上で選定することが必要である。


